
 

第 55 期（第５回）高知地方最低賃金審議会 

 

日 時 令和８年３月 12 日 

場 所 高 知 労 働 局 

 

議  事  次  第 

1 開 会 

2 議 事 

(1) 特定最低賃金の金額改正等に係る意向確認について 

(2) 適用事業所数及び適用労働者数（電子・一般貨物）について 

(3) その他 

3 閉 会 
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（令和７年４月１日任命）

氏 名 　 現 職

　高知工科大学経済・マネジメント学群教授

　高知県立大学文化学部教授

　弁護士

　弁護士

　社会保険労務士

　JAMヤンマーアグリ労働組合高知支部長

　とさでん交通労働組合執行委員長

　エム・セテック労働組合執行委員長

 

　高知福山通運労働組合執行委員長

　日本労働組合総連合会高知県連合会副事務局長

　株式会社特殊製鋼所代表取締役社長

　高知県経営者協会専務理事

　グッドラックカンパニー株式会社代表取締役社長

　株式会社土佐電子専務取締役

　宮地電機株式会社代表取締役社長

（五十音順）
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適用事業所数及び適用労働者数

１  常雇規模別事業所数及び労働者数　《電子部品等製造業》

事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業

所数 （常雇者数） 所数 （常雇者数） 所数 （常雇者数） 所数 （常雇者数） 所数 （常雇者数） 所数 （常雇者数） 所数 （常雇者数）

10 477 477 2 4 4 1 8 8 3 12 12 1 19 19 5 305 305 1 141 141

10 477 477 2 4 4 1 8 8 3 12 12 1 19 19 5 305 305 1 141 141

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資料出所：

注）１: Ｅ２８＝電子部品・デバイス・電子回路製造業

Ｅ２９６＝電子応用装置製造業

Ｅ３０２＝映像・音響機械器具製造業

２： 雇用者＝常雇＋臨時

「常雇」とは、その事業所に常時雇用されている者。

２  適用事業所数及び適用労働者数　《電子部品等製造業》 （令和８年度）

注）１: 令和7年度までの改定必要性審議などで判明した廃止・閉鎖事業所分及び対象産業外事業所分等を

異動分として計上。

２： 高知県電子部品・デバイス・電子回路、電子応用装置、映像・音響機械器具製造業最低賃金適用業種の

産業分類。

Ｅ２８  ： 電子部品・デバイス・電子回路製造業

Ｅ２８０ ： 管理，補助的経済活動を行う事業所

Ｅ２８１ ： 電子デバイス製造業

Ｅ２８２ ： 電子部品製造業

Ｅ２８３ ： 記録メディア製造業 （Ｅ2832を除く）

Ｅ２８４ ： 電子回路製造業

Ｅ２８５ ： ユニット部品製造業

Ｅ２８９ ： その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業

Ｅ２９６ ： 電子応用装置製造業
Ｅ３０２ ： 映像・音響機械器具製造業 （E3023を除く）

（高知県電子部品・デバイス・電子回路、電子応用装置、映像・音響機械器具製造業最低賃金）

「事業所母集団データベース(令和4年次フレーム)」（総務省「令和3年経済センサス(活動調査)」に対して令和4
年までの情報を更新したもの）による。

（臨時、ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰという名称の者でも、期間を定めずに雇用されている者又は1か月を超える期間を
　定めて雇用されている者は「常雇」に含まれる。）

雇用者数 雇用者数

小  計

Ｅ２８
(E2832を除く)

Ｅ２９６

雇用者数 雇用者数

Ｅ３０２
(E3023を除く)

産　業 雇用者数 雇用者数 雇用者数

（令和８年度）

規模計 １～4人 5～9人 1～9人 10～29人 30～99人 100人以上

センサス調査以降の異動
適用除外
労働者数

-5 -273 0

資料出所：
「事業所母集団データベース(令和4年次フレーム)」（総務省「令和3年経済センサス(活動調査)」に対して
令和4年までの情報を更新したもの）による。

5 204

事業所数 雇用者数

適用
事業
所数

適用労働者数分　類

Ｅ２８ (E2832を除く)

Ｅ２９６
Ｅ３０２ (E3023を除く)

事業
所数

雇用者数

10 477
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適用事業所数及び適用労働者数

（高知県一般貨物自動車運送業最低賃金）

１  常雇規模別事業所数及び雇用者数　《一般貨物自動車運送業》
1～9人

事業 事業 事業 事業 事業 事業

所数 （常雇者数） 所数 （常雇者数） 所数 （常雇者数） 所数 （常雇者数） 所数 （常雇者数） 所数 （常雇者数）

323 6,703 6,582 62 180 166 84 586 578 146 766 744 117 2,125 2,081 60 3,812 3,757

11 96 94 6 14 13 2 13 12 8 27 25 3 69 69 0 0 0

注）１: Ｈ441＝一般貨物自動車運送業

Ｈ442＝特定貨物自動車運送業

2: 雇用者＝常雇＋臨時

「常雇」とは、その事業所に常時雇用されている者。

２　大型貨物自動車運転者数及び適用労働者数の算出方法

× ＝

（ 人 ） × （ ％ ） ＝ ( 人 )

× ＝

（ 人 ） × （ ％ ） ＝ ( 人 )

　－ ＝

（ 人 ） － （ 人 ） ＝ ( 人 )

人 （大型貨物自動車運転者数）
人 （調査母集団労働者数) 

人 （適用除外労働者数）
人 （大型貨物自動車運転者数）

３  適用事業所数及び適用労働者数　《一般貨物自動車運送業》

注）１:

2:

Ｈ ４４１ ： 一般貨物自動車運送業

雇用者数 雇用者数

（令和８年度）
規　模　計 １～４人 5～9人 10～29人 30人以上

744 117

雇用者数

計

Ｈ441 323 6,703 6,582 62 180 166 84

産  業 雇用者数 雇用者数 雇用者数

Ｈ442(参考)

586 578 146 766 2,125 2,081 60 3,812 3,757

資料出所：
「事業所母集団データベース(令和４年次フレーム)」（総務省「令和３年経済センサス(活動調査)」に対して令和４
年までの情報を更新したもの）による。

雇　用　者　数 大型貨物自動車運転者比率 大型貨物自動車運転者数

（臨時、ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰという名称の者でも、期間を定めずに雇用されている者又は1か月を超える期間を定
めて雇用されている者は「常雇」に含まれる。）

6,703 49.46 3,315

大型貨物自動車運転者数 大型貨物自動車運転者適用除外者比率 適用除外者数

1,430

3,315 31.33 1,039

大型貨物自動車運転者数 適用労働者数適用除外者数　

適用労働者数
除外者数

3,315 1,039 2,276

1,430
＝ 49.46 ％ （大型貨物自動車運転者比率）

2,891

448
＝ 31.33 ％ （最低賃金適用除外労働者比率）

6,703 3,315 1,039 323 2,276

資料出所：
資料出所：「事業所母集団データベース(令和4年次フレーム)」（総務省「令和3年経済センサス(活動調
査)」に対して令和4年までの情報を更新したもの）による。

高知県一般貨物自動車運送業最低賃金適用業種の産業分類。

この表の大型貨物自動車とは、車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の貨物自動車を指す。

資料出所：
大型貨物自動車運転者数及び適用除外労働者数については、「最低賃金に関する基礎調査（令和７
年）」結果により推計。

分　類

Ｈ441

事業
所数

323

(基礎調査結果における大型貨物自動車運転者数(年齢以外の適用除外労働者も含む)のうちの適用除
外労働者比率を算出。)

（令和８年度）

雇用者数
うち大型貨物
自動車運転者

適　用
適用事業所数
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（案） 

高知地方最低賃金審議会会議公開要綱 
 
第１条 この要綱は、高知地方最低賃金審議会の本審議会、専門部会及び小委員会の

会議（以下「審議会等」という。）の公開に関し高知地方最低賃金審議会運営

規程（以下「運営規程」という。）及び専門部会運営規程（以下「部会運営規

程」という。）の定めによるほか、その具体的な取扱について定める。 
 
第２条 運営規程第６条及び部会運営規程に基づく会議の公開又は非公開の決定は

各審議会等において行う。 
 
第３条 公開する審議会等の開催日時、場所及び傍聴者の募集については、原則とし

て審議会等の開催日の１０日前までに（その日が閉庁日の場合はその直前の開

庁日）に、高知労働局において掲示及びホームページに掲載する。 
 

第４条 審議会等の傍聴を希望する者は、原則として審議会等の開催日の６日前（そ

の日が閉庁日の場合はその直前の開庁日）までに、メール又ははがきにより労

働基準部賃金室あてに申込むものとする。 
ただし、介助者が必要な場合は、申込書にその旨及び介助者の氏名を記入す

るものとする。 
 
第５条 傍聴者は、原則として６名以内とする。 

２ 傍聴を希望する者がこの数を超える場合は、抽選とする。 
３ 抽選結果については、当選者にメール又は書面で通知する。ただし、緊急の

場合は電話で通知することができる。 
４ 傍聴は申込者（抽選の場合は当選者）本人のみとする。ただし、前条に規定

する介助者についてはこれを認める。 
 
第６条 公開する審議会等ごとに傍聴者名簿を作成する。 
 
第７条 傍聴者には、傍聴整理券を発行する。 

２ 傍聴者は、審議会開始の１０分前までに、傍聴整理券と同一番号の傍聴者席

に着席するものとする。 
３ 傍聴者には、別添の「審議会傍聴に当たっての遵守事項」を周知させるもの

とする。 
 
第８条 審議中に、審議会傍聴に当たっての遵守事項に反する行為があれば、違反者

に対し事務局から是正を求め、従わない場合は退去を求めるものとする。 
２ 退去要求に従わず審議の妨害を続ける場合は、事務局から庁舎退去命令を発

出する。 
３ 庁舎退去命令にも従わない場合には、所轄警察署へ連絡し強制排除を行うこ

ととする。 
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第９条 公開する審議会等であっても、会長又は部会長は会議の一部を非公開とする

ことができる。 
 
第 10 条 審議会等の会議を公開する場合には、第４条及び第５条の規定にかかわら

ず、報道関係者については、席が許す限り取材を認めることとする。この場合

であっても撮影及び録音は、審議会開始直前までとする。 

 

第11条 この要綱に定めるもののほか、審議会等の会議の公開に関し必要な事項は、

審議会等に諮って会長又は部会長が定める。 

 
附 則 
 この要綱は、平成２３年４月１３日から施行する。 

    一部修正 令和８年３月１２日 
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申請 交付決定 申請 交付決定 申請 交付決定 申請 交付決定

件　　数 43 37 239 196 211 172 188 149

交付決定金額
（円）

令和７年度
(令和8年1月末現在)

（現在確認中）

業務改善助成金の申請状況

29,019,000 214,917,000 253,785,000

年　度

令和４年度 令和５年度 令和６年度
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